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系の重要な構成要素である在来生物(特定外来生物による生飽畢等に係る被害の防止に関する法律(平成，.年法律第78引第Z条第 l項解釈M 醐 2に

規定する在来生物をいう.)の生息地又は生育地の保護又は整備、生態系に被害を及ぼす外来生物〈問項解釈ょの注釈 3に規定する外来生物をい

う.)の防除及び鳥獣の管理その他の地域における生物の多様性の増進のための活動をいう。
(解釈上向注釈2)r我が園にその本来の生息地又は生育地を有する生物」ヒ定義.
(解釈上の注釈 3)r海外から我が園に導入されるとヒによりその本来的生息地又は生宵地の外に存するととヒなる生物(その生物が交雑するとヒにより生じた

生物を宮古.)Jヒ定義.

第 2条第4項 =の法律においτ『連携地域生物多様性増進活動」とは、地域生物多様性増進活動のうち、地域の自然的社会的条件に応じ、市町 定義

村と地域における多様な主体が有機的に連携しT行うものをいう.

第3条 (基本理念) 基本理念

生物の多様性の増進は、豊かな生物の多様性を確保するこヒが人類の存続の基盤である=とを踏まえ、生物の多様性その他の自

然環境の保全ヒ経済及び社会の持続的発展ヒの両立が図られ、現在及び将来の国民が豊かな生物の多様性の恵沢を享受する=

ヒができる、自然ヒ共生する社会の実現を旨ヒじて、国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団

体の密接な連携の下に行われなければならない.

第4条第 l項 (園の責務) 責務

固は、我が固における生物の多様性の状況の推移を把握するよう努めるとヒもに、前条に定める基本理念(以下「基本理念」ヒいう.)にの (固)

っとり、生物の多様性の増進に関する施策を総合的に策定し、及び推進するものヒする.

第4条第 2項 固は、地方公共団体又は事業者、国民若しくはこれらの者の組織する民聞の団体(次条第 2項におい，r事業者等J!:~、丸)による地域生 努力義務

物多様性増進活動の促進を図るため、必要な資金の確保、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする. (園)

第 5条第 l項 (地方公共団体の責務) 責務

地方公共団体は、基本理念にのっとり、その区域の自然的社会的状況に応じた生物の多様性の増進に関する施策を推進するよう努 制跡儲掴働

めるものとする.

第 5条第 2項 地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を自ら実施するヒヒもに、その区域の事業者等の地域生物多様性増進活動の促進を図 努力義務

るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものヒする。 仇妨公共団判事

第6条 (事業者の努力) 努力義務

事業者は、基本理念にのっとり、自らの事業活動における生物の多様性の重要性に対する関心ヒ理解を深め、その事業活動の内容 (事業者)

に即した地域生物多様性増進活動を実施するよう努めるものとする。

第7条 (国民の努カ) 努力義務

国民は、基本理念にのっとリ、生物の多様性の重要性に対する関心ヒ理解を深め、地域生物多様性増進活動を実施し、又は地域生 (国民)

物多様性増進活動に協力するよう努めるものとする.

第 B条第 l項 第 2章基本方針 義務

主務大臣は、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針J!:~、う.)を定めるものとする. (主務大臣)

第 B条第 2項 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものヒする。

l地域生物多様性増進活動の促進の意義に関する事項
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2地域生物多様性増進活動の促進のための施策に関する基本的事項

3次条第一項に規定する増進活動実施計画及び第 11条第 l項に規定する連機増進活動実施計画の作成に関する基本的事項

4農林漁業に係る生産活動との調和その他の地域生物多様性増進活動の促進に際し配慮すべき事項

5前各号に掲げるもののほ申¥地域生物多様性増進活動の促進に関する重要事項

第 q条第 l項 第 3章地域生物多様性増進活動の促進等の措置 権限付与

第 l節認定増進活動実施計画等 (事業者)

(増進活動実施計画の甑定)

地域生物多様性増進活動を行おうヒする者(連携地織生物多様性増進活動を行おうヒする市町村を除<.)は、単独で又は共同して、主務省令解

釈ょの注釈 4で定めるところにより、地域生物多様性増進活動の実施に関する計画(以下『増進活動実施計画J1::'寸.)を作成し、主務大臣の

認定を申請するこヒができる.

(解釈ょの注釈4)施行規則第第 l条第 l項で、「氏名及び住所〈法人その他の岡桝市刊は.その名晶代寝者の氏名及び主たる事務所の所在地Jを記載した申請曹を主務大
臣に提出」ヒ規定.第2項の添付すべき書類的引用は省略.

第 q条第 2項 増進活動実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

l地域生物多様性増進活動の内容及び実施時期

2地域生物多様性増進活動の区域

3地域生物多様性増進活動の目標

4地域生物多様性増進活動の実施体制

5計画期間

第 11条第 l項 (連携増進活動実施計画の認定) 権限付与

連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村は、単独で又は共閉じて、基本方針に基づき、主務省令棚上の蹴5で定めると= (市町村)

ろによリ、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画〈以下「遺構増進活動実施計画J1::.づ.)を作成

し、主務大臣の認定を申請する=ヒができる.

(解釈上回定釈5)施行規則第第7条第 l項で、「市町村名を記載した申請書を主務大臣に提出」ヒ規定.第E項の添付すべき書類の引用は省略.

第 13条第 l項 (連携増進活動協議会) 権限付与

連携増進活動実施計画を作成しようとする市町村は、連携増進活動実施計画の作成に関する協議及び連携増進活動実施計画の (市町村)

実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条におい-cr連携増進活動協議会J1::.叶.)を組織することができる。
第 15条第 l項 (自然公園法の特例) みなし規定

認定増進活動実施者又は認定連携市町村及び当該認定連携増進活動実施計画に係る連携活動実施者(以下『鵠定連携活動実施者」

ヒいう.)が自然公園法第2条第2号に規定する国立公園(以下この条におい-cr国立公園」という.)又は固定公園の区域内において認定増
進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従っT同法第 20条第 3項棚上の踊6、第 21条第 3項解釈ょの踊マ又は第 22

条第3項解釈上の註釈8の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものヒみなす.
(解釈ょの注釈6)国立公園・圏定公圏内町特別地域で、工作物の新築・改築・増築、木竹伐揖L鉱物採取などを行う際の許可.
(解釈ょの注釈の国立公園・圏定公園内町特別保護地区で、工作物町新築・改築・増築、木竹伐採なピを行う醸の許可.
(解釈ょの注釈8)国立公園・圏定公園内町海域公園地区で、工作物の新築・改築・増築なピを行う醸の許可.
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第 16条第 l項 (自然環境保全法の特例) みなし規定

認定増進活動実施者又は認定連携市町村等が自然環境保全法第 22条第 l項の規定による自然環境保全地域(以下この条におい

-(C自然環境保全地域」ヒいう.)又は同法第 35条の 2第|項の規定による沖合海底自然環境保全地域{次項におい，r沖合海底自然環境保

全地場Jt.、う.)の区域内において認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従っτ同法第25条第4項解釈ょの注釈q、
第 27条第 3項解釈上の注釈 10又は第 35条の4第 3項解釈上の注釈"の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許

可があったものヒみなす.

(解釈上向注釈q)自然環境保全法的特別地Eで、工作物的新築・改築・増築、木竹伐採、鉱物採取なピを行う際的許可.
(解釈上向注釈 10)自然環境保全法的海域特別地Eで、工作物的新築・改築・増築、鉱物採取、海底的形質変更なピを行う際の許可.
(解釈上向注釈 11)自然環境保全法的沖合海底特別地区で、鉱物採取などを行う醸の許可.

第 17条第 l項 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例) みなし規定

認定増進活動実施者又は認定連携市町村等が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第36条第 l項の規定に

よる生息地等保護区(次項及び第27条第2項第2号におい，r生息地等保護IlrJt.、ぅ.)の区域内においT認定増進活動実施計画又は認定

連携増進活動実施計画に従って同法第 37条第4項解釈土の注釈12の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可が

あったものヒみなす.

(解釈上回注釈 12)植の保存法の管理地区で、工作物町新築・改築・増築、木竹伐採、宅地造成なピを行う際の許可.

第 18条 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例) みなし規定

認定増進活動実施者又は認定連携市町村等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 2q条第 l項の規定に

よる特別保護地区の区域内において認定精進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って同条第7項解胞の曲目の許

可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものヒみなす.

(解釈上回注釈 13)鳥獣保護管理法の特別保護地区で、工作物目新築・改築・増築、木竹伐採、宅地造成などを行う際的許可.

第 Iq条 (特定外来生物による生飽系等に係る被害の防止に関する法律の特例) みなし規定

認定増進活動又は認定連携増進活動に特定外来生物の防除が含まれる場合における当該防除についTの特定外来生物による生

鰹系等に係る被害の防止に関する法律の規定の適用についTは、当該認定増進活動実施計画又は当該認定連携増進活動実施

計画に係る認定があったことをもっT、同法第 17条の4第 l項解釈上の醐，.の確認又は同法第 18条第|項解駅上の醐15の認定が

あったものヒみなす。

(解釈上旬注釈 14) 市町村が特定外来生物を防除する際に、タト来生物法の手続きを行う ~tによリ、その内容の確鵠を受けられる=ヒを規定した条項.

(解釈上町注釈 15)外来生物法で規定した基準(外来生物法施行規則第22条〕に適合していれば、外来生物法師手続きを行う=ヒにより、固及び地方公共団
体以外的者が特定タト来生物の防除の認定を受けられる=ヒを規定した条項.

第 20条第 l項 (森林法の特例) みなしi規定

認定増進活動実施者(その市町村町区域における認定増進活動実施計画を作成した市町村及び当該市町村ヒ共同しT当該認定増進活動実施計画を作成し

た者を除<.)が地域森林計画の対象ヒなっている民有林(森林法第25条又は第25条町2の規定によリ指定守れた保安林及び同法第41条町規定に

よリ指定された保安施設地区町区域内町森林を除<.)において認定増進活動実施計画に従っT行う立木の伐採についτは、同法第 10条の
B第|項本文の規定は適用せず、同条第 2項中「森林所有者等」ヒあるのは「地域における生物の多様性の増進のための活動の

促進等に関する法律(令和6年法律第 18号)第 15条第 3項に規定する認定増進活動を行う者(その市町村田区域においT当該認定増進活



5 

 

 

動を行う市町村及び当該市町村ヒ共同しτ当接認定増進活動を行う者を除く.)Jヒ、「前項の規定により提出された届出書」とあるのは「同法第
10条第3項に規定する認定増進活動実施計画」ヒ読み替えT、同項の規定を適用する.解釈土崎駅，.
(解釈ょの注釈 16)民有林であづTも、増進活動実施計画市町村V認定されれば、伐採町障の届出は不要となるこヒを規定した条項.

第21条第 l項 (都市緑地法の特例) みなし規定

認定増進活動実施者又は認定連携市町村等が都市緑地法第 5条の規定による緑地保全地域又は同法第 12条第|項の規定に

よる特別緑地保全地区(次項におい，r特別緑地保全地区J!"、う.)の区域内においτ認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実
施計画に従って行う行為については、同法第 B条第 l項解釈上の注釈 11第 2項解釈上の注釈 18及び第 7項解釈上の注釈，.後段並びに第 14

条第4項解釈ょの注釈 20及び第 B項後段解釈ょの注釈21の規定は、適用しない。

(解釈上向注釈 17)緑地保全地織で工作物の新築・改築・増築、宅地の造成、木竹伐採などの行為を行う際に事前に都道府県知事に届け出るZヒを規定した
条項.

(解釈上向注釈 18)届出に対じて、都道府県知事が禁止・制限などを行えるとヒを規定した条項.
(解釈上向注釈 1q)国的機関又は地方公共団体が緑地保全地域で工作物的新築・改築・増築、宅地的造成、木竹伐採などの行為を行う場合は事前通知でよ

い:::1:を規定した条項.
(解釈上回注釈20)特別緑地保全地区で工作物の新築・改築・増築、宅地の造成、木竹伐採などの行為を行う際に事前に都道府県知事の許可を畳けるこヒを

規定した条項こヒ量規定した条項.
(解釈上回注釈 Iq)園町機関又は地方公共団体が特別緑地保全地区で工作物町新築・改築・増築、宅地の造成木竹伐採などの行為を行う場合は事前に協

議するこヒを規定した条項.

第22条第l項 第 2節生物多様性維持協定 権限付与

(生物多様性維持協定の締結等) (市町村)

認定連携市町村は、認定連携増進活動実施計画の実施のため必要があると認めるヒきは、認定連携活動実施者及びその認定違

携増進活動実施計画に係る第 11条第2項第2号に掲げる区域(海域を除土生物の多様性が維持されTいるE域に限る.)内の土地又は木

竹の所有者又は使用及び収益を目的ヒする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたこヒポ明ら語、なものを除<.)を有する者(次項及び第

26条におい，r土地田所有者等」ヒ総称する.)ヒ次に掲げる事項を定めた協定(以下「生物多様性維持協定J1:.寸.)を締結して、当該土地の区域

内の連携地域生物多様性増進活動を行うことができる.

l生物多様性維持協定の目的ヒなる土地の区域(以下「生物多様性維持協定区域」という。)

2生物多様性維持協定区域内の連携地域生物多様性増進活動に関する事項

3生物多様性維持協定の有効期間

4生物多様性維持協定に違反した場合の措置

第27条第l項 第 3節地域における生物の多様性の増進に関するその他の措置 義務

(生物の多様性の増進上重要な土地の取得の促進等) (園)

固は、生物の多様性の増進を目的とじて国民文は民聞の団体が行う生物の多様性の増進上重要な土地の取得が促進されるよう、

これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものヒする.


